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第 2 章 生物関連発明 
 
(平成 27 年 1 月 1 日以降にされた特許出願について適用。) 
 

（略） 
 
5. 寄託 

  
ここでは、微生物、植物、動物など寄託を必要とする発明について取り扱う。 

 
5.1 微生物の寄託及び分譲 

 
微生物自体の発明又は新規微生物の利用に関する発明において、発明の詳細な説明に当業者がその 

微生物を製造することができるようにその創製手段を記載することができない場合には、特許法施行規則第 
27 条の 2 の規定に従って、微生物を寄託する必要がある(詳細は以下を参照。)。 
 
 
特許法施行規則第 27 条の 2(微生物の寄託) 

微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、その発明の属する技術の分野における通常 

の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について 

特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(以下この条において「条約」という。) 

第二条(viii)の国際寄託当局の交付する条約に基づく規則第七規則の受託証のうち最新のものの写し又 

は特許庁長官の指定（以下この条において「機関指定」という。）する機関若しくは条約の締約国に該当し

ない国（日本国民に対し、特許手続上の微生物の寄託に関して日本国と同一の条件による手続を認める

こととしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。）が行う機関指定に相当する指定その他

の証 明を受 けた機 関 にその微 生 物を寄 託したことを証明 する書 面 を願書 に添 付しなければなら 

ない。 

2 特許出願の後に前項の微生物の寄託について新たな受託番号が付されたときは、特許出願人又は特 

許権者は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 

3 前項の届出は、特許出願についてする場合は様式第三十三によりしなければならない。 

 

特許法施行規則第 27 条の 3(微生物の試料の分譲) 

前条の規定により寄託された微生物に係る発明を試験又は研究のために実施しようとする者は、次に掲 

げる場合は、その微生物の試料の分譲を受けることができる。 

一 その微生物に係る発明についての特許権の設定の登録があったとき。 

二 特許法第六十五条第一項の規定によりその微生物に係る発明の内容を記載した書面を提示され 

警告を受けたとき。 

三 特許法第五十条(同法第百五十九条第二項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を 

含む。)及び同法第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の意見書を作成するために 

必要なとき。 

2 前項の規定により微生物の試料の分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に利用させてはなら 

ない。 

 
(ⅰ) 寄託及び分譲 

微生物に係る発明について特許出願をしようとする者(以下、「出願人」という。)は、当業者がその微生物
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を容易に入手することができる場合を除き、その微生物を特許庁長官の指定(以下、「機関指定」という。)す
る機関、条約の締約国に該当しない国（日本国民に対し、特許手続上の微生物の寄託に関して日本国と同

一の条件による手続を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。）が行う機関

指定に相当する指定その他の証明を受けた機関又は国際寄託当局(以下、これらを「特許手続上の寄託機

関」という。)に寄託し、かつその受託番号を出願当初の明細書に明示するとともに、その事実を証明する書

面(以下、「受託証の写し」という。)を当該出願の願書に添付しなければならない。 
特許庁長官の指定する機関では、寄託申請を受け付けた際、直ちに「受領書」を発行し、生存確認試験

を行って、微生物の生存を確認した後に「受託証」を交付する。「受領書」は、「受託証」と異なり、特許法施

行規則第 27 条の 2 に規定される「特許庁長官の指定する機関にその微生物を寄託したことを証明する書

面」ではないので、その写しを願書に添付する必要はない。 
微生物の生存確認試験はある程度の時間を要するので、出願人は「受領書」に記載された受領番号を出 

願当初明細書に明示して特許出願をすることができる。この場合、出願人は、「受託証」が交付されたとき、 
速やかに特許庁へその写しを提出しなければならない。 

「受託証」が交付されて初めて、当該微生物は当該受領日において寄託されたものとなるので、生存確認 
試験において生存が確認されず、「受託証」が交付されなかったときは、当該出願は受領日における寄託は 
なかったものとして取り扱われる。 

また、特許出願の後に、再寄託、他の国際寄託当局への移送、又は国内寄託からブダペスト条約に基づ 
く寄託への変更などにより、先の寄託微生物に新たな受託番号が付されたときは、特許出願人又は特許権 
者は遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。特許庁長官の指定する機関に寄託され、 
該機関によって生存が確認された微生物が、その後生存しないことが明らかになった場合には、寄託者は、 
該機関から「分譲できない旨の通知」を受け取った後、速やかにもとの寄託に係る微生物と同一の微生物を 
寄託しなければならない。そして、当該微生物に係る発明についての特許出願人又は特許権者は、遅滞な 
く、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。その場合、後の寄託はもとの寄託から引き続いて寄託 
されていたものとして取り扱う。 

上記の寄託微生物は特許権の設定登録と同時に分譲可能な状態とされる。ただし、特許権の設定登録 
前であっても特許法施行規則第 27 条の 3 第 1 項第 2 号又は第 3 号に該当する場合には、その限りにお 
いて当該微生物は分譲可能な状態とされる。 

寄託した微生物は少なくともその微生物に係る発明の特許権が存続する期間は、その微生物の分譲が 
可能な状態にあるように、その寄託が維持されなければならない。 
 

（略） 
 


